
翻訳証明（23号）

、

○

○

内 容 申請人が作成した翻訳文が原文書（本邦公文書）の忠実な翻訳であるこ

とを証明するもの（注1．） （注2） ｡

使用目的 外国官憲に対し本邦における企業の登記，学校の卒業，免許所有等の事

実を立証する。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請する，ただし，やむを得ない事情がある

ときは，代理人により申請できる。

（2）翻訳証明の対象となる原文書はわが国の官公署が発給した公文書に

限る。私文書は取り扱わない。ただし，公証人の作成した公正証書に法

務局長が認証したものおよび特殊法人及び学校教育法第1条，第2条に

規定する私立学校の証明等は例外的に取扱って差し支えない（注3）

（3）申請者は原文書のオリジナルを提出すること。

｡

（4）翻訳文は申請者が持参すること。原則として，公館は翻訳文を作成

しない。

必要書類

出

原文書（原本）及びその翻訳文，又は原文書を指示のうえ，その写の提

｡

形 式 外国文による証明（証明文の下段に必ず「内容には責任を負わない」旨

明記する） ◎

注意事項 (注1）翻訳証明に代わる処理鰯訳宣誓書の署名証明）

翻訳証明は発給条件が大変厳しく，又，公館に多大な負担を強いる事

務であるので，申請人に「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述書を作成させ，

これに面前にて署名させ， この署名証明を発給する方法をとると双方に

とり便利である。申請人が外国人の場合は，その所属国又は現地の公証

人に同様の公証を受けるよう指導すればよい。

(注2）外国語から日本語への翻訳証明

外国語から日本語への翻訳証明は取り扱わない。わが国では，外国官

公署が発給した公文書を本邦で使用する際は，単に和訳文を添付すれば

足りることになっている。

(注3）わが国の法律・規則等の翻訳証明は取扱わない。係争事件の訴訟

に関する裁判所の文書も取扱わない。ただし，本省から指示がある場合，

又は本邦家庭裁判所の審判書又は調停書等はこの限りでない。



翻訳証明

1．概_説

（1）証明の内容

申請人が作成した翻訳文が原文書（本邦公文書）の忠実な翻訳であることを証明

するもの。すべて外国官公署等あてで，外国文で発給する。

（注）翻訳証明は，翻訳文がわが国の官公署が発給した公文書の忠実な翻訳である

ことを証明するものであって，原文書の内容の真実性まで証明するものでは

ないので，証明書書式下段にも「内容には責任を負わない」旨予め明記して

いる。

（2）使用目的

外国官憲等に対し本邦の企業の登記，学校の卒業，各種免許所有等の事実を立証す

るため使用される。

（3）手数料

証明書1通毎に第23号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明に代わる処理(翻訳宣誓書の署名証明）

翻訳証明は，後述の通り発給条件が厳しく，又，公館に多大な負担を強いる事務で

あるので，申請人に「翻訳文は正しい」旨の宣誓供述書を作成させ， これに面前にて

署名させ， この署名証明を発給する方法をとると双方により便利である（翻訳者の訳

文宣誓の英文例参照） 。

ただし，訳文宣誓を行う者は， 日本国籍者に限られる。申請人が外国人で，現地

提出先より，我が方公館の証明を要求されているとの申し立てがある場合は，通常の

翻訳証明とする｡.しかし，我が方公館の翻訳証明がなくても，翻訳に対し，申請人の

所属国又は現地の公証人から同様の公証を受けたもので良い場合もあるので，先ず，

提出先に確認するよう説明する。

（5）外国語から日本語への翻訳証明

外国語から日本語への翻訳証明は取り扱わない。わが国では，外国公文書を使用す

る際は，単に和訳文を添付すれば足わるからである。

○

へ

○

2．発給条件

（1）翻訳証明の対象となる原文書は，原則としてわが国の宮公署が発給した公文書に限

る。私文書は取り扱わない。但し，私文書を我が国公証人が公正証書としたもので，

法務局長が認証した文書は対象となる。

〈注1）有効期限のある公文書（例えば運転免許証）は有効期限内のものに限る。有

効期の明記のないものは，原則として発行後， 6カ月以内のものに限る。但

し学位記等，一度しか発行されないものについては， この限りではない。

（注2）わが国の法令規則の翻訳証明は，法解釈上問題を生ずるおそれがあるので取

一
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り扱わない。

また，訴訟に関する裁判所の文書は係争事件に巻き込まれるおそれがある

ので取り扱わない。

ただし，司法共助に関連して本省の指示がある文書，又は，養子縁組の審

判・離婚の調停等家庭裁判所の文書はこの限りでない。

（注3）公文書であっても，本省又は他公館発行の文書は原則として取り扱わない。

ただし，止むを得ない事情があると判断される場合，事情を付して本省に経

伺する。

（注4）次の文書も公文書とみなすことができる。

イ．官報等の公の刊行物

ロ．わが国の法令，条例等の規定に基づき公的性格を有するもの（例えば特殊法人

等）がその職務上発給した文書

ハ．国公立の病院が発給した診断書，死体検案書，死亡証明書等

二．学校教育法第1条に規定された学校が発行した卒業・在学・成績証明書等。こ

れに該当する学校とは，国立，公立，私立の小学校，中学校，高等学校，大学，

高等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校及び幼稚園である。ただし，推薦状は

形式が整っていても，発行者の個人的な私文書であり，翻訳証明しない。専修学

校及び各種学校は該当しない。但し公立（県立等）の学校は該当する。

（注5） 剣道，柔道，空手，華道，茶道等各流派が各々付与する允許状，免許状，師

範免許状は私文書である。

（2） 申請人が原文書の原本を提出すること。

（注）ただし，原文書が1通しか発給されず，かつ，申請人が常に所持していること

が必要な文書（例えば，免許証，許可証等）である場合には，原本を提出させ，

その写をもって翻訳証明の原文書とすることができる。

（3）翻訳文は申請人が持参すること。公館は原則として翻訳文を作成しない。

○

○

且』_鼈-類

証明の対象となる原文書及び翻訳文

(注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公館

において写を作成してもよい） 。

4旦一作成_要領

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させる。

（2）必要書類を提出させ，発給条件を満たしているか否かを審査する。翻訳証明になじ

まないもの及び公館に多大な負担を強いるものについては翻訳宣誓供述書の署名証

明による処理を指導する。

（3）翻訳文が原文書の忠実な翻訳であるか否かをチェックする。翻訳文に誤り又は不備

な点があるときは，必ず申請人にこの旨指摘し，訂正のうえ清書させる。
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I

（注）原文書が長文の場合でその一部分の翻訳証明で用が足りるときは，同部分の翻

訳証明で取り扱う。この場合， （4）で作成する証明文の終わりの部分は「…

･･･translationoftherelevantpartsoftheaccoInpanyingJapanesetext.」

‘ となる。

（4）証明書に必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公館長又は

担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職氏名を

記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（5）上から証明書翻訳文，原文書の順に綴じ合わせ，各綴じ目に丸型館印にて契印す

る（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（注）翻訳文及び原文書が2枚以上にわたるときは各頁の綴じ目にも契印する。ただ

し，原文書が2枚以上にわたる場合は，通常本邦発給機関がその綴じ目に契印

．しており，原則として公館で契印する必要がないが，提出先の現地当局が求め

る場合には，公館で更に契印する。

（6）完成した証明書の写をとる。

（7） 証明手数料は1件毎に第23号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚発

○

給すればよい。
●

証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。（8）

(9） 申請書，証明書，翻訳文及び原文書の各写は公館にて保存する。保存期間3年。

○
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、

(仏語）翻訳証明（23号）

CERTIFICAT

L'AmbassadeduJapon lcertifiequeledocumentci-joint

LeConsulatGeneralduJapon

estunetraductioncertifieeconforme (enanglais, francais, eSpagnOl,

etc.) autexteenjaponaisci-annex6.

○

L'AmbassadeduJapon ln'assumeenaucuncas larespdnsabilite

LeConsulatGeneralduJapon

quan[aucontenudutexteenjaponais.
〃

(Cecerlificatseranonvalablesidetachedelatraductiondutexte

originalenjaponais, oumodified'unemanierequelconque.)

,le
‐●●◆●●●●●●●●･■●●●■‐■‐●●･●●●●●●■●●●

(date)

a
boQ●●●O●●●●●●●

(lieu)do●●■＝＝ー■｡●●●
●●●●

○
(signature)

(Nometprcnom) :
(titre) :

AmbassadedUJapon

ConsulatGeneral duConsulatGeneral du ’Japon
●●

□｡●｡●●●●口●●●●●●●の●

(Frais: ）

〔政Ⅱ(追4)220〕 政Ⅱ－219



(西語）翻訳証明（23号）

CertNo.

CERTIFICADO

"EmbajaaadelJap6nenESpahaCERrmlCAqueeldocumeiltoaajuntoes
unatraducci6nfeleneSpaholdeltextoenjaponesalqUeaCompaaa

~

LaEmb"adadelJap6nenEspahanoasumeninglmareSponsabilidadencu劃血
●

alcontenidoaeltextoenjapones.
○

EstedocumemoqUedarainvalidadoencasodeqUesesepararadelatraducci6n
deltextooriginalenjapones,osiestefilesemodificadociecualqliier允rma｡

〃
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CERnFICATE

Cert・No.

Thisistocerti@thatthedocumentattachedheretoisahithfill ( .‐__________________）
tlanslationoftheaccompanyingJapaneSetext.

. The doesnotaggllme－－－－ーｰー‘ﾛ､一一一一一一一一一一一一一一‘－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一・・・・一一一一－一・ローーーーd

reSponsibilibffbrillecomaltsoftheJapanesetext.

(Thisceltifcatewnlbecomeinvalidatedifdetachednnomthetranslation

oftheJapaneseoligmal,oralteredinanywaywhatsoev")

○

ハＵ
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(Fee: ）
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翻訳者の訳文宣誓の例

ーーーー一一一ーーー一ー一ーー■■ーー一ー■■‐ー■■■■ー■■ーー■■ー－－－←ーー一一一ーー－－－－■■■■ｰ‐ｰーー－1■■ｰ－－‐ー一一一一一ー－－－ー‐■■一一一一一■■－－ｰ－－－－－■■■■口

ーｰｰーｰ－－－ｰ‐ｰーーー‐‐ーー一ーーｰー■■ｰー‐ｰー■■■■ｰー一一■■一ｰ■■ｰ一一一‐■■一一一~P一一一ー‐ｰ－ー－－ｰ一一ｰ■■‐一一一ｰ一一一一ｰ‐~■■－－－－－－－■■--.

---------..-･･---...---.-..-----------..-----... （ぼん訳文） ・---....---..----.．-..---..----..------..---..-．
グ

ー■■■ーｰｰーーー一戸一一一一一一■■一一ーー‐■■一一■■－－－ーーーー‐ｰｰ－－－－■■ｰ■■ーー－章一一一■■‐■■ーｰ一一一一一‐ザーーーーーー■■－~ｰ一一一一-－－－－－■■－－－－－●

ーーーー一ーーーー一一ー一一－－ｰ一一一ｰ■■－－■■‐■■‐－－ーｰー■■一一一－一■■一一■■－1■■‐一一一一ｰ－ーー■■一一ーーーー一一‐‐■■－－－－■■一一一ｰｰｰ一一三－1■■－－－＝■■－●

I, theundersigned, doherebysolemnlyandsincerelydeclareandcertify that l
acquainted(Orconversant)withtheJapaneseandEnglishlanguages,andthattheaboveisatrue
faithiilltranslation(場合によりoftherelevantpart)oftheattachedJapanesedocument.

am

and

Date:

(ぼん訳者署名）

氏名ローマ字

○ Cert・No.

CERTIFICATE

Thisistocertidthattheabovesi即珈1℃ofMr.……iSgenuine.

③

_____. (Place), ______. (Date) Consul-GeneralofJaPan

(Fee ）

(又は） ○

(Signedbyapplicant)

Cert・No.

Subscribedandsworntobefbremethistwenty-seventhdayofJune

I991 by (Mr.)(aPplicant'sname)

○ Consul-GeneralofJapan

③ (Fee
at.．．．．．．

）
、

~ー■■一一■■－－ーー■■■■－ーーｰ－－■■ｰ－－－－－■■－■■－－－－－－－－一一一一一一一一一一一＝一一■■－－－－－－－－－－－■■－－－

以下、宣誓文の例。

③

I, theundersigned,herebydeclarethatthefbregoingtranslationistrucandCorrectto
thebestofmyknowledgeandbelieflnwitnesswhereofilhavehereuntosubscribedmynameon
this2nddayofJuly,A.D、 1978,

ーｰ一一一一一ーー－－－－－－－ｰ－－－ｰｰ－－1■■－ｰｰｰ一一一■■q■

I,YAMADATaro,Chiefofthe ． ． ． 、 BranchOffice locatedat. ． ． ． ,dosolemnyand
sincerelydeclarethatlcanwellunderstandtheJapaneseandtheEnglishlanguateandthatattached
documentmarked!1A'! iSatrueand制mfUlEnglishtranslationmadebymeoftheaccompanying
Japanesedocumentmarked''B''


